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地域活性化総合特区の指定申請書（概要版） 

 

地域活性化総合特別区域指定について 

 

１ 指定を申請する地域活性化総合特別区域の名称 

 

 

２ 総合特別区域について 

 （１）区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）目標及び政策課題等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「尾道地域医療連携推進特区」 

① 指定申請に係る区域の範囲 

ⅰ）総合特区として見込む区域の範囲 

・尾道市の区域及び三原市の区域並びに福山市の区域のうち，東村町，本郷町，神村町，宮前町１丁目，２丁目，柳

津町，柳津町１丁目から５丁目，金江町，藤江町，松永町，松永町１丁目から７丁目，南松永町１丁目から４丁目，

今津町，今津町２丁目から７丁目，南今津町，高西町，高西町１丁目から４丁目，沼隈町，内海町の区域 
ⅱ）個別の規制の特例措置等の適用を想定している区域 

・個人情報保護に係る特例措置：尾道市の区域及び三原市の区域並びに福山市の区域のうち，東村町，本郷町，神

村町，宮前町１丁目，２丁目，柳津町，柳津町１丁目から５丁目，金江町，藤江

町，松永町，松永町１丁目から７丁目，南松永町１丁目から４丁目，今津町，今

津町２丁目から７丁目，南今津町，高西町，高西町１丁目から４丁目，沼隈町，

内海町の区域 
 ・遠隔診療に係る特例措置：尾道市の区域 
 ・対面による服薬指導及び薬剤の搬送に係る特例措置：尾道市の区域 
ⅲ）区域設定の根拠 

・尾道市内の地域医療支援病院を中核に，当該病院と連携する診療機関，薬局，介護事業所等との間

で，多職種が連携して積極的な取り組みを行っている地域を特別区域として設定。 

② 指定申請に係る区域における地域の活性化に関する目標及びその達成のために取り組むべき政策課題 

ⅰ）総合特区により実現を図る目標 

 ア）定性的な目標 

  ・ＩＣＴを活用した発展的な地域医療・介護連携による在宅医療等の充実・強化を目指す。 
    ※目標に対する評価手法として，以下の評価指標のほか，急性期から回復期，回復期から生活 

期で行われる，それぞれのケアカンファレンスの取組効果も検証（有用な医療・介護情報等

のあり方，在宅復帰への短縮効果等） 

イ）評価指標及び数値目標 

・評価指標（１）：当該地域における急性期病院，診療所，薬局及び介護事業施設等のＩＣＴ 
基盤整備率 

      ・数値目標（１）：１７％（Ｈ２３年９月現在）→５０％以上（Ｈ２６年度末） 
   ・評価指標（２）：急性期病院の退院患者平均在院日数の縮減及び患者紹介率・逆紹介率の向上  
   ・数値目標（２）： 

（平均在院日数の縮減） ＪＡ尾道総合病院  12.3 日（Ｈ22 年） → 12 日以下（Ｈ26 年） 

                尾道市立市民病院  15.7 日（Ｈ22 年） → 15 日以下（Ｈ26 年） 

 （患者紹介率の向上）  ＪＡ尾道総合病院  64.8%（Ｈ21 年度）→ 現状値以上（Ｈ26 年度） 

                  尾道市立市民病院  67.0%（Ｈ21 年度）→ 現状値以上（Ｈ26 年度） 

 （患者逆紹介率の向上） ＪＡ尾道総合病院  80.6%（Ｈ21 年度）→ 現状値以上（Ｈ26 年度） 

                  尾道市立市民病院  47.3%（Ｈ21 年度）→ 現状値以上（Ｈ26 年度） 

ウ）数値目標の設定の考え方 

・数値目標（１）の目標達成に寄与する事業としては，地域医療・介護連携推進事業を想定してい

る。現時点で想定する事業の寄与度は以下のとおり。 
     地域医療・介護連携推進事業：100％ 
   ・数値目標（２）の目標達成に寄与する事業としては，地域医療・介護連携推進事業を想定して 

いる。現時点で想定する事業の寄与度は以下のとおり。 
     地域医療・介護連携推進事業：100％ 
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（３）事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ）包括的・戦略的な政策課題と解決策 

  ア）政策課題と対象とする政策分野 

・政策課題名：高齢社会に対応した最適な医療・介護サービスの提供体制の構築 
（解説）今後の高齢社会の進行を見据え，医療・介護・福祉に関わる多職種協働を進め，患者情

報の蓄積とその共有化を推進し，限られた医療資源を有効かつ効果的に活用しつつ，患者

の状態に合った最適な医療・介護サービスを迅速に提供し，安心して暮らせる地域医療・

介護サービスの提供体制の構築に取り組むことが必要。 
   ・対象とする政策分野：f）地域医療 
   イ）解決策 

・ＩＣＴを整備し，更にその基盤ネットワークを拡大するとともに，個人情報保護法やガイドライ

ンにおいて個人情報・データの取扱いに関する運用を明確化することで，円滑な患者の医療・介

護・福祉情報の蓄積，共有化を促進し，多職種連携のより迅速化と効率化を進める。また，ＩＣ

Ｔを積極的に活用し，情報通信技術を活用した在宅診療や服薬管理指導を実施することで，離島

や中山間地域などの地理的条件の不利な地域に生活する患者の方にあっても住み慣れたところ

で安心して医療・介護サービスが受けられるよう，在宅ケアの充実・強化を図る。 
 ⅲ）取組の実現を支える地域資源等の概要 

 《尾道市医師会の取組》 
・尾道市医師会を中心として，平成６年から，高齢者の在宅医療ケアシステムの構築に取り組んでおり，

「尾道方式」と呼ばれている在宅主治医機能を中核とした在宅医療の地域連携，多職種協働をシステム

化した地域の一体的なケアマネジメントシステムが構築されている。 
《因島医師会の取組》 
・因島医師会病院を中心に訪問看護ステーション，ヘルパーステーション，ケアマネステーション等から

なる因島医師会在宅ケアセンターが整備。多くの医療スタッフが在宅介護支援専門員の資格を持ち，因

島医師会ケアマネステーションの非常勤職員として登録，患者における医療と介護に必要なサービスを

包括的に検討する体制が構築されている。 
 《公立みつぎ総合病院を核とする地域包括ケアシステム》 

・早くから病院と保健福祉センターを中心に，健康づくりと寝たきり防止を進めており，地域の中で，予

防から医療，介護まで切れ目なく一貫して，住民を支える総合的・複合的な仕組みが整備されている。

《尾道薬剤師会の取組》 
・平成２０年から JA 尾道総合病院と癌患者に対する「薬薬連携」を開始し，ケアカンファレンスへの参加

により病院間との連携が図られている。 

③ 目標を達成するために実施し又はその実施を促進しようとする事業の内容 

 ⅰ）行おうとする事業の内容 

＜地域医療・介護連携推進事業＞ 

ア）事業の内容 

・当該地域で取り組んでいる医療・介護連携ネットワーク基盤をより整備・拡大し，患者の医療・

介護情報の蓄積，情報の共有化を更に推進することで，総務省事業のモデル性を一層高め，地域

医療・介護サービスにおけるＩＣＴの導入効果を検証する。 

イ）事業実施主体 

・日本電気（株）/特定非営利活動法人「天かける」/ＪＡ尾道総合病院/尾道市立市民病院/公立み

つぎ総合病院/因島医師会病院/尾道市医師会/三原市医師会/因島医師会/松永・沼隈地区医師会/

尾道薬剤師会/三原薬剤師会/因島薬剤師会/介護保険事業者 等 

ウ）当該事業の先駆性 

・ケアカンファレンスを通じた多職種協働を実践しており，こうした連携ネットワークに，システ

ムを整備し，急性期病院，診療所のみならず，薬局や介護事業所まで拡大することで，他の地域

の取組以上の効果が検証でき，地域医療・介護連携の先駆的なモデルとして期待できる。 

エ）関係者の合意の状況 

・尾道市医師会，三原市医師会，因島医師会や尾道薬剤師会，三原薬剤師会，因島薬剤師会など，

広域としての連携が図られている。これらの団体は地域協議会のメンバーとして参画，事業実施

に係る合意形成が図られている。 

  オ）その他当該事業の熟度を示す事項 

・当該地域では，平成 23 年 6 月に，総務省の「健康情報活用基盤構築事業」（日本版ＥＨＲ）の採

択を受け，地域医療・介護連携モデルとして，現在，急性期病院，診療所，薬局，介護事業所の

一部でネットワーク基盤を整備し，実証事業をスタートしている。 
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３ 新たな規制の特例措置等の提案について 

 

 

 

 

 

 

＜ＩＣＴを活用した在宅医療等支援モデル事業＞ 

ア）事業内容 

・離島患者や終末期患者の方などが在宅においても充実した医療が受けられるよう，情報通信技術

を活用した在宅診療，服薬指導等や見守りなどの在宅医療支援モデル事業を実施する。 

イ）想定している事業実施主体 

   ・離島や中山間地域等で往診を行う診療機関/関係薬局/メディカルアイ（株） 

ウ）当該事業の先駆性 

・従来の対面診療等と情報通信機器等を適切に組み合わせることで，患者やその家族が安心して住

み慣れた自宅で医療・介護ケアが受けられる体制を確立することは，今後の地域医療・介護サー

ビスのあり方を検証する上でのモデルとなる。 

エ）関係者の合意の状況 

・尾道市医師会，三原市医師会，因島医師会や尾道薬剤師会，三原薬剤師会，因島薬剤師会など，

広域としての連携が図られている。 

・特に，遠隔診療の対象範囲の明確化や対面による服薬指導の特例など最も影響を受ける地元医師

会や地元薬剤師会が地域協議会のメンバーとして参画，事業実施に係る合意形成が図られている。

 ⅱ）地域の責任ある関与の概要 

  ア）地域において講ずる措置 

ａ）地域の独自の税制・財政・金融上の支援措置 

   ・尾道市では，離島（百島）の地域医療の確保に取り組むため，診療所開設準備等に係る経費を助

成（尾道市 尾道市緊急医療支援補助金 ２２年度予算額：２７，７６２千円） 

      （尾道市 離島地域医師定着支援事業 ２３年度予算額：２，３００千円） 

  ｃ）地方公共団体等における体制の強化 

   ・広島県総務局に総合特区計画プロジェクト・チームを設置した。（Ｈ22 年 12 月設置／人員 3 名）

  ｄ）その他の地域の責任ある関与として講ずる措置 

   ・地域医療・介護連携を推進するため，尾道市医師会役員，ＪＡ尾道総合病院長等を理事とする特

定非営利活動法人「天かける」を設立した。（Ｈ23 年 3 月県知事認証） 

 イ）目標に対する評価の実施体制 

   ・事業の企画・運営母体となる特定非営利活動法人「天かける」と広島県が連携を図り，地域協議

会内に評価部会を設置するなど目標及び効果検証について，関係者間で幅広く意見集約を行うこ

とができる仕組みを導入する。また，アンケート調査等を通じ，関係者，患者の意見集約を行う。

 ⅲ）事業全体の概ねのスケジュール 

  ア）事業全体のスケジュール 

＜地域医療・介護連携推進事業＞ 

Ｈ２３年度   ：・ＩＣＴ基盤ネットワーク拡大に伴う対象施設の選定・意向調査等の実施 
Ｈ２４～２６年度：・順次，ネットワーク整備・拡大に着手 

  ＜ＩＣＴを活用した在宅医療等支援モデル事業＞ 

  Ｈ２３年度：・遠隔診療及び遠隔による服薬指導等の実施に向けた制度設計（対象者選定等） 
  Ｈ２４～２６年度：・順次，遠隔診療及び遠隔による服薬指導等を実施 
  イ）地域協議会の活動状況と参画メンバー構成 

Ｈ２２年 ６月：協議会の母体となる「尾道ＩＣＴ検討委員会」を設置（以後９回開催） 
Ｈ２３年 ９月：尾道地域医療連携総合特区推進協議会（第１回地域協議会と位置づけ）を開催 

     ・構成団体：尾道市医師会，三原市医師会，松永・沼隈地区医師会，因島医師会，尾道薬剤師会，

因島薬剤師会，三原薬剤師会，ＪＡ尾道総合病院，尾道市立市民病院，尾道市公立 
みつぎ総合病院，因島医師会病院，尾道市介護保険施設連絡協議会，日本電気（株），

メディカルアイ（株），特定非営利法人 天かける，三原市，尾道市，福山市（オブザ

ーバー参加），広島県 

（規制緩和提案） 
 ①地域医療・介護連携を円滑に進めるための個人情報保護に関する明確化 
 ②地域医療・介護連携を推進するための遠隔診療に関する対象範囲の明確化（拡大） 
 ③地域医療・介護連携を推進するための薬剤師による服薬指導（対面）に関する特例措置 
④薬剤の搬送に関する特例措置 

（その他提案） 
①遠隔診療に関する診療報酬上の加算措置 
②情報通信機器等を活用した服薬指導に関する診療報酬上の加算措置 
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ＩＣＴ活用による発展的な地域医療・介護連携ネットワークの構築

ＮＰＯ法人「天かける」

（運営母体）

情報共有システム

診療所

介　護
薬 局

急性期病院 地域ＩＣＴ基盤の活用

電子カルテ

電子処方箋

●　ＩＣＴを活用した「病・診・薬・介」による一体的な
    新たな連携システムにより，急性期から回復期
    （在宅）・介護まで患者本位に立った効果的で
    タイムリーな医療・介護ケアが確立
　

・基盤整備 ・運用面での企画

 ● 発展的な地域包括ケアシステムによる質の
     高い医療・介護サービスの提供

　　・在宅患者等に係る医療・介護連携の強化
　　・ＩＣＴを活用した在宅医療等支援モデルの実践

カンファレンスの効率化

在宅患者

★尾道市医師会

★因島医師会
★三原市医師会

★松永沼隈地区
　 医師会

★介護保険事業者

★JA尾道総合病院

★尾道市民病院

★公立みつぎ病院
★因島医師会病院

★尾道薬剤師会
★因島薬剤師会
★三原薬剤師会

 患者の希望する薬局へ処方箋を送付

主治医の指示に 
基づき適切に処置

ヘルパー等 

薬剤を自宅へ持参 

情報通信技術の活用を組み合わせることで在宅患者の一層のケアを推進し，患者負担も軽減 

テレワークによる 
服薬指導

主治医 薬剤師 

往診の合間に体調確認 対面に加え服薬指導を充実

在宅患者・小規模多機能型支援居宅施設

テレワークによる

診療（問診） 

総合特区により目指すべき姿 

ＩＣＴを活用した在宅医療等支援モデル事業（イメージ）
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 尾道市医師会を中心として，平成６年（１９９４年）から，高齢者の在宅医療ケアシステムの

構築に取り組んでおり，現在３ヶ所の中核病院（ＪＡ尾道総合病院，尾道市立市民病院，公立

みつぎ総合病院）の支援体制のもと，「尾道方式」と呼ばれている在宅主治医機能を中核とした

在宅医療の地域連携，多職種協働をシステム化した地域の一体的なケアマネジメントシステム

を構築 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
尾道市医師会・長期支援ケア・マネジメントプログラム 

高齢要介護者 

（在宅） 

在宅主治医（開業医） 
 の（チーム医療） 
 
・地域医療連携 
・主治医機能 
・他職種協働 

急性疾患で入院 

急性期病院 

（病院主治医） 

救急医療・ＳＣＵ 

急性期治療・手術 

リハビリ等 

回復期以後の医療施設 

残存生活障害 

転
院
時
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス 

退
院
時
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス 

地
域
連
携
室 

情
報
提
供 

在宅復帰 継続医療・看護・介護 

ケアカンファレンス 

回復期・リハビリ 

ケアプラン

退院前ケアカンファレンス 

介護老人保健施設 

リハビリ（施設ケア機能）

在宅復帰プログラム 

回復期病院機能+リハビリ

◆ケアカンファレンス風景（下写真） 

 尾道市域では，退院時や在宅患者の病状変化の際にケアカンファレンスを積極的に行っており，高

齢患者が退院後でもスムーズな在宅医療へ移行できるよう連携を図っている。高齢患者の場合，在宅

医療，リハビリ，生活支援など必要な身体状況に陥っている場合が多く，課題解決に向けて，医療と

介護，福祉が一体的に給付されるよう，「チーム医療」として連携した取組を進めている。 

（写真出典：日経ドラッグインフォメーション記事 2010.12） 

取組の実現を支える地域資源等の概要 
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